
第17章　 司法 ･ 警察

この表は市内の警察署（中央、博多、東、南、早良、城南、西、博多臨港、福岡空港の各署）管内における少年の検挙（補導）人員である。
(1)（　）内は触法少年で外数。
(2)刑法の一部が改正（令和５年７月13日施行）され、強制性交等及び強制わいせつの罪名、構成要件が改められたことに伴い、「強制性交等」を「不同意性交等」に、「強制わいせつ」を「不同意わいせつ」に変更した。
(3)刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律が令和５年７月13日から施行されたことに伴い、風俗犯
に「面会要求等」「性的姿態撮影等処罰法」を追加した。
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令和２年 299( 42) 8(2) 1(1)  1 － 6(1) 44( 4) － 14( 3) 15( 1) 1  14 165(28) 16(2) 10(2) －  6 － －  6 －  5  1 － － － 60( 6) 33(3) 14(1) 1( 2)  12

３年 230( 77) 6(2)  1  3  1 1(2) 48( 9) － 15( 5) 28( 1) 3 2(3) 104(42)  16  16 － － － － 4(8) － 3(7) 1(1) － － － 52(16) 16(4) 15(3) 6( 6) 15(3)

４年 244( 80) 5(3) －(1)  3 2(2) － 52(21) － 19( 9) 32(11) 1(1) － 124(31)  9  7  1  1 － － 7(8) － 5(7) 2(1) － － － 47(17) 30(3) 5(5) 4( 7) 8(2)

５年 316(121) 18(1)  1  9 1(1)  7 49(34) － 17(21) 28( 6) 2(2) 2(5) 170(61)  7  7 － － － － 11(2) － 9(2)  2 － － － 61(23) 34(3) 14(2) 1(10) 12(8)

６年 313( 86) 16(2)  2  10 －(1) 4(1) 45(20) － 15(14) 24( 4) 2 4(2) 155(46) 7(2) 7(2) － － － － 15(2) － 5(2)  1 － －  9 75(14) 48(5)  15 4( 5) 8(4) 

　資料：福岡県警察本部

15　刑法犯少年検挙（補導）状況
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